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　※寄せられた「都民の声」が長文なものや電話受付のものについては、内容を要約している場合があります。

都民の声 対応

日の出の倉庫群について

先日、日の出ふ頭周辺を観光しましたが、日の出駅周辺、海沿いに並
ぶ倉庫群が薄黒く、「いかにも」な倉庫が並んでおり非常にもったいな
いと思いました。
倉庫の外観や屋根を明るくペイントするなどして、海や周辺のビルなど
から景観を楽しめるようにしたらどうでしょうか。

港湾局では、運河の水辺空間の資源を活用した
良好な夜間景観を創出することで、観光資源とし
ての水辺空間の魅力向上や、舟旅の活性化に繋
げていくための取組（※）を行っています。
今後日の出ふ頭の倉庫群もライトアップしていく
予定です。

（※）「運河エリアライトアップ・マスタープラン」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/pr
ess/2018/04/03/documents/06_02.pdf

港湾局都民の声窓口に寄せられた都民の声（平成30年12月分）

合計

6

施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、そ
の実施を求めるもの。

施策や職員の行為についての激励・感謝、評論、感想等で、一般的な都政や知事発言等に対する賛否
や批判を含むもの。

◆寄せられた都民の声と都の対応事例（平成30年12月分）

施策の実施または未実施に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その
是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。

施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか、
あるいは抽象的なもの。

困りごとについて判断の指針や助言、またはそのために必要な情報や対話を通じて求めるもの。

施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手続きなど知りたい点を明示して尋ねるもの。

都政運営とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むも
の。


